
 

会 員 通 知 第５ ２ 号 

平成１８年 ６月 １日 

 

会 員 代 表 者 各 位 

 

証券会員制法人 札幌証券取引所 

理事長 伊 藤 義 郎 

 

 

「定款」の一部改正について 

 

本所は、別紙のとおり「定款」の一部改正を行い、本所が定める日から施行しますので、御通

知いたします。 

今回の改正は、本年５月１日に「会社法」（平成１７年法律第８６号）及び「会社法の施行に伴

う関係法律の整備等に関する法律」（平成１７年法律第８７号）が施行されたことに伴い、定款に

おいて使用している字句の修正等を行うものです。 

 

なお、「本所が定める日」は、平成１８年６月１日といたします。 
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定款の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（会員の定款、資本金の額、役員または他の者と

の共同関係もしくは支配関係） 

（会員の定款、資本の額、役員または他の者との

共同関係もしくは支配関係） 

第９条 本所は、会員の定款、資本金の額、役員

または他の者との共同関係もしくは支配関係が

本所の目的および組織にかんがみて適当でない

と認めるときは、当該会員を審問のうえ、出席

した理事会の構成員の議決権の３分の２以上の

多数決により、理由を示して、その変更を請求

することができる。 

第９条 本所は、会員の定款、資本の額、役員ま

たは他の者との共同関係もしくは支配関係が本

所の目的および組織にかんがみて適当でないと

認めるときは、当該会員を審問のうえ、出席し

た理事会の構成員の議決権の３分の２以上の多

数決により、理由を示して、その変更を請求す

ることができる。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（合併等について承認を受ける義務） （合併等について承認を受ける義務） 

第２０条 会員は、次に掲げる行為をしようとす

るときは、あらかじめ本所の承認を受けなけれ

ばならない。ただし、本所が、理事会の決議に

より、北海道内に本店がない会員について、本

所に届け出ることをもって足りると認める場合

は、この限りでない。 

第２０条 会員は、次に掲げる行為をしようとす

るときは、あらかじめ本所の承認を受けなけれ

ばならない。ただし、本所が、理事会の決議に

より、北海道内に本店がない会員について、本

所に届け出ることをもって足りると認める場合

は、この限りでない。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 分割による事業の全部若しくは重要な

一部の他の会社への承継又は他の会社から

の承継 

（２） 分割による営業の全部若しくは重要な

一部の他の会社への承継又は他の会社から

の承継 

（３） 事業の全部若しくは重要な一部の譲渡

又は譲受け 

（３） 営業の全部若しくは重要な一部の譲渡

又は譲受け 

２ （略） ２ （略） 

  

（他の会員の役員又は従業員からの受託の制限） （他の会員の役員又は従業員からの受託の制限）

第３３条 正会員は、他の会員の役員（役員が法

人であるときは、その職務を行うべき社員を含

む。以下この条において同じ。）又は従業員で

ある者から、当該役員又は従業員が当該他の会

員の役員又は従業員であることを知りながら、

本所の市場における有価証券の売買の委託を受

第３３条 正会員は、他の会員の役員又は従業員

である者から、当該役員又は従業員が当該他の

会員の役員又は従業員であることを知りなが

ら、本所の市場における有価証券の売買の委託

を受けることはできない。ただし、当該他の会

員から書面若しくは電子情報処理組織を使用す



 

 2

けることはできない。ただし、当該他の会員か

ら書面若しくは電子情報処理組織を使用する方

法その他の情報通信の技術を利用する方法によ

る同意を得ている場合又は投資信託受益証券の

売買の委託を受ける場合は、この限りでない。

る方法その他の情報通信の技術を利用する方法

による同意を得ている場合又は投資信託受益証

券の売買の委託を受ける場合は、この限りでな

い。 

  

（脱退申請会員の合併等の場合における有価証券

の売買） 

（脱退申請会員の合併等の場合における有価証券

の売買） 

第４３条 本所は、脱退申請会員が、その脱退と

同時に、会員として加入する者又は他の会員に

合併され、分割により事業を承継させ若しくは

事業を譲渡する等の場合で、その本所の市場に

おける有価証券の売買又は有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する取引

の未決済のものを整理させる必要がないと認め

るときは、前条第１項の規定にかかわらず、当

該脱退申請会員の本所の市場における有価証券

の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止

しないことができる。 

第４３条 本所は、脱退申請会員が、その脱退と

同時に、会員として加入する者又は他の会員に

合併され、分割により営業を承継させ若しくは

営業を譲渡する等の場合で、その本所の市場に

おける有価証券の売買又は有価証券等清算取次

ぎの委託に基づく取引及びこれらに関する取引

の未決済のものを整理させる必要がないと認め

るときは、前条第１項の規定にかかわらず、当

該脱退申請会員の本所の市場における有価証券

の売買又は有価証券等清算取次ぎの委託を停止

しないことができる。 

  

（会員の定款等が不適当な場合の処置） （会員の定款等が不適当な場合の処置） 

第５１条 本所は、会員が次の各号のいずれかに

該当することとなった場合には、当該会員を審

問のうえ、理由を示して、会員権の停止その他

本所が必要かつ適当と認める処置を行うことが

できる。この場合において、当該処置が会員権

の停止であるときは、出席した理事会の構成員

の議決権の３分の２以上の多数決により行うも

のとする。 

第５１条 本所は、会員が次の各号のいずれかに

該当することとなった場合には、当該会員を審

問のうえ、理由を示して、会員権の停止その他

本所が必要かつ適当と認める処置を行うことが

できる。この場合において、当該処置が会員権

の停止であるときは、出席した理事会の構成員

の議決権の３分の２以上の多数決により行うも

のとする。 

（１） 会員が第９条の規定による定款、資本

金の額、役員又は他の者との共同関係若し

くは支配関係の変更請求に応じないとき。

（１） 会員が第９条の規定による定款、資本

の額、役員又は他の者との共同関係若しく

は支配関係の変更請求に応じないとき。 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 
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付     則  

 この改正規定は、本所が定める日から施行する。  

  
 


